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四国電力株式会社伊方発電所第 3 号機の 

設計及び工事の計画の技術基準規則等への適合性に関する審査結果 
 

原規規発第 2209142 号 

令和４年９月１４日 

原 子 力 規 制 庁 

 

 

１．審査の内容 

原子力規制委員会原子力規制庁（以下「規制庁」という。）は、四国電力株式会

社伊方発電所第 3 号機の設計及び工事計画の認可申請（令和 4 年 5 月 30 日付け原

子力発第 22106 号をもって申請、令和 4 年 7 月 13 日付け原子力発第 22196 号及び

令和 4年 9月 7日付け原子力発第 22241 号をもって一部補正。以下「本申請」とい

う。）が、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律

第 166 号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の９第３項第１号に規

定する発電用原子炉の設置変更の許可を受けたところによるものであるかどうか、

同項第２号に規定する「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規

則」（平成 25 年原子力規制委員会規則第 6号。以下「技術基準規則」という。）に

適合するものであるかどうかについて審査した。 

規制庁は、審査に当たり申請書本文、発電用原子炉の設置の許可との整合性に関

する説明書、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書、クラス１機器の応力腐食

割れ対策に関する説明書、安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下

における健全性に関する説明書、耐震性に関する説明書、強度に関する説明書、流

体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書、設計及び工事に係る品質マ

ネジメントシステムに関する説明書並びに添付図面（以下「本申請の書類」という。）

を確認の対象とした。 

 

１－１ 原子炉等規制法第４３条の３の９第３項第１号への適合性 

規制庁は、本申請の書類から、 

 （１）工事計画のうち設備の基本設計方針が、伊方発電所発電用原子炉設置変更許

可申請書（令和 2 年 9 月 16 日までに許可した申請に係るもの。以下「設置変

更許可申請書」という。）の設計方針と整合していること 

（２）設計及び工事に係る品質マネジメントシステムが、令和 2年 4月 1日付け原

子力発第 19472 号をもって届出のあった原子炉等規制法第４３条の３の５第

２項第１１号に掲げる事項（発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質

管理に必要な体制の整備に関する事項）と整合していること 

を確認した。 

 

 規制庁は、上記のとおり、本申請の設計及び工事の計画が許可を受けたところに

よるものであることを確認したことから、原子炉等規制法第４３条の３の９第３項

第１号に適合していると認める。 
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１－２ 原子炉等規制法第４３条の３の９第３項第２号への適合性 

四国電力株式会社は、本申請において、非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設

備の一部の主要弁（以下「申請設備」という。）を改造する工事を計画している。 

規制庁は、本申請の工事計画が、主要寸法の記載の変更を伴う弁の改造工事であ

ることから、技術基準規則第５条（地震による損傷の防止）、第１４条（安全設備）、

第１５条（設計基準対象施設の機能）、第１７条（材料及び構造）、第１９条（流体

振動等による損傷の防止）、第２７条（原子炉冷却材圧力バウンダリ）、第２８条（原

子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等）及び第３２条（非常用炉心冷却設備）の

規定に適合するものであるかについて以下のとおり確認した。 

なお、工事の方法は上記各条に規定される設備ごとの要求事項等を踏まえ、当該

設備が期待される機能を確実に発揮することを示すものであり、かつ、工事の手順

や検査の方法等の妥当性を確認するものであるため、工事の方法に係る技術基準規

則の規定への適合性については、上記各条の規定への適合性とは別に記載した。 

 

（１）第５条（地震による損傷の防止） 

規制庁は、本申請の書類から、申請設備について、平成 28 年 3 月 23 日付け原

規規発第1603231号により認可した伊方発電所第3号機の設計及び工事の計画か

ら耐震重要度分類に変更はなく、技術基準規則、日本機械学会「原子力発電所耐

震設計技術指針」(JEAG4601)及び日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建

設規格」（JSME S NC1）に基づき、Ｓクラスの施設の耐震重要度に応じた耐震設計

を適切に実施していることを確認したことから、第５条の規定に適合していると

認める。 

 

（２）第１７条（材料及び構造） 

規制庁は、本申請の書類から、クラス１機器である申請設備の材料について、

申請設備が使用される条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分並びに適

切な破壊じん性を有する材料を使用する設計としていること、また、構造及び強

度について、全体的な変形を弾性域に抑えるよう設計していることなどを確認し

たことから、第１７条の規定に適合していると認める。 

 

（３）第１４条（安全設備）、第１５条（設計基準対象施設の機能）、第１９条（流体

振動等による損傷の防止）、第２７条（原子炉冷却材圧力バウンダリ）、第２８

条（原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等）及び第３２条（非常用炉心冷

却設備） 

規制庁は、本申請の書類から、申請設備について、安全設備、設計基準対象施

設の機能、流体振動等による損傷の防止、原子炉冷却材圧力バウンダリ、原子炉

冷却材圧力バウンダリの隔離装置及び非常用炉心冷却設備に係る規制要求を満

たす設計に変更はないことを確認したことから、第１４条、第１５条、第１９条、

第２７条、第２８条及び第３２条の規定に適合していると認める。 

 

（４）工事の方法 

規制庁は、本申請の書類から、工事の方法について、上記各条に規定される要

求事項等を踏まえ、設備が期待される機能を確実に発揮できるように、工事の手
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順、使用前事業者検査の項目及び方法が適切に定められ、また、工事中の従事者

及び公衆に対する放射線管理や他の設備に対する悪影響防止対策等が工事の留

意事項として定められていることから、工事の方法として妥当であり、上記各条

の規定に適合していると認める。 

 

（５）既工事計画への影響 

規制庁は、本申請の書類から、既に認可した設計及び工事の計画（以下「既工

事計画」という。）において確認した、第４条（設計基準対象施設の地盤）及び第

６条（津波による損傷の防止）から第１３条（安全避難通路等）までの規定への

適合性について、既工事計画において確認した内容に変更がないことなどを確認

したことから、本申請が、その適合性に影響を与えないと認める。 

 

規制庁は、上記の事項を確認したことから、本申請が、原子炉等規制法第４３条

の３の９第３項第２号の規定に適合していると認める。 

 

２．審査結果 

規制庁は、１－１及び１－２の事項を確認したことから、本申請が、原子炉等規

制法第４３条の３の９第３項各号のいずれにも適合しているものと認める。 


